






ており，オランダはこれに対応する改正を行った（事実関係の要約として，

Deloitte「Global Tax Updateオランダ」2014年７月(http://www2.deloitte.

com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-global-tax-update-

netherlands-july2014.pdf)参照）フランスでも，この欧州司法裁判所（ECJ）の

決定に対し，一定の状況で兄弟会社や間接子会社に連結納税の形成を認める新

たな法令により対応し，これを2015年の税制法案に盛り込むことが予想されて

いたが，Steria事件の結果を受けてさらなる法整備を要したため，当初の法案

には含まれなかった（以上については，「Worldwide Tax Summary」月刊国

際税務2015年11月号参照）。

See, supra note 44.

2015年１月27日，欧州理事会は，EU親子会社指令（2011/96/UE-2015/121/

UE）を改訂した。指令では，法人グループによる租税回避とアグレッシブなタ

ックスプランニングを防止するための最低限の拘束力ある GAARを導入する

ことが義務付けられたため，フランスでも，2015年度修正財政法で，新 GAARs

が国内法に導入された。

OECD/G20の BEPS行動13の勧告に沿って国別報告が導入された。2016年１

月１日以後開始課税年度から適用される（提出期限は，事業年度終了後12カ月

以内）。税務当局に完全な国別報告を提出しない場合，最大10万ユーロのペナル

ティーが課される可能性がある。移転価格年次報告義務の改訂―売上げか貸借

対照表上の総資産が４億ユーロ超であるすべてのフランスの事業体，あるいは，

当該閾値を満たす50％超直接／間接の株主／子会社持分を有するすべてのフラ

ンスの事業体は，改訂移転価格文書化要件の対象になる。

PwC「Tax Insights Worldwide Tax Summary」月刊国際税務2016年３月

号。
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〔総 会 記 録〕

平成27年10月12日（月）

１ 前回総会以降の学会運営に関する件

神田理事長より，金融法研究31号，金融判例研究25号が刊行されたこと並びに

学会運営は支障なく行われたことが報告された。

２ 学会経理に関する件

⑴ 平成26年度会計について

神作常務理事より，「平成26年度会計報告」に基づき，平成26年度会計について

報告がなされ，合わせて，柏木監事と小杉監事から監査証明書を受領しているこ

とが報告された。

神田理事長が平成26年度会計の承認を求めたところ，異議なく承認された。

⑵ 平成27年度予算について

神作常務理事より，「平成27年度予算案」の収入の部の「第31回大会聴講料」を

「第32回大会聴講料」に修正した後，「平成27年度予算案」に基づき，平成27年度

予算について報告がなされた。

神田理事長が平成27年度予算の承認を求めたところ，異議なく承認された。

３ 平成28年度（第33回）大会に関する件

⑴ 開催日程・会場について

神田理事長より，私法学会は来年10月８日（土），９日（日）に東京大学法学部

にて開催されることを受けて，理事会において，金融法学会を10月10日（月）に

東京大学本郷キャンパス内にある伊藤謝恩ホールで開催することが決定されたこ

とが報告された。

⑵ シンポジウム等について

神田理事長より，28年度大会のシンポジウム等のテーマについて，理事会と常

務理事会で現在検討中であること，本日の理事会で候補として挙げられた案が披

露された。

４ 学会人事の件

神田理事長から，柏木監事がやむをえない理由で退任するので後任として川口

理事を監事とすること，改選期ではないが井上聡弁護士［長島・大野・常松法律

事務所］，佐藤正謙弁護士［森・濱田松本法律事務所］，中原利明氏［三菱東京UFJ
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銀行］，三上徹氏［三井住友 FG］の４氏を理事とすることが提案され，承認され

た場合の新監事および新理事の任期は次の改選期までの２年で再選も妨げられな

いことが説明された上で，承認された。

５ その他の活動

⑴ 学会ウェブサイトの開設

神田理事長から，本日開催された理事会において，学会ウェブサイトの開設に

種々のメリットが見込まれることから，私法学会や信託法学会にならい金融法学

会のウェブサイトを開設する方向で常務理事会において検討することが承認され

たことが報告された。

⑵ 金融法研究の電子化

神田理事長から，本日開催された理事会において，金融法研究（資料編を含む）

の電子化を行う方向で常務理事会において検討することが承認されたことが報告

された。

以 上
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学 会 記 事

１ 平成27年度大会

平成27（2015）年10月12日（月）午前10時より，京都大学にて，金融法学会第

32回大会が開催された。

○シンポジウムⅠ（10時～12時15分）

「金融取引における利息」

司会：神田秀樹

報告：山野目章夫，佐藤正謙，三上徹，森下哲朗

○会員総会（14時00分～14時15分）

神田理事長より，学会運営についての報告があり，神作常務理事より，平成26

年度会計について報告がされ，神田理事長より，会計報告については柏木監事，

小杉監事より，適正である旨の監査報告がされている旨が報告され，決算が承認

された。

平成27年度予算について，神作常務理事より，会員数の低減傾向を受けつつも

前年度実績を勘案した予算編成である旨の報告がされ，承認された。

神田理事長より，柏木監事がやむを得ない理由で退任し，後任として川口理事

が退任した上で監事に就任することが報告された。また，改選期ではないもの

の，新たに井上聡弁護士，佐藤正謙弁護士，中原利明氏，三上徹氏を理事とする

提案がされ，いずれも承認された。

また，神田理事長より学会ウェブサイトの開設および金融法研究の電子化につ

いて検討することが，理事会において承認されたことが報告された。

○シンポジウムⅡ（14時15分～17時30分）

「投資信託をめぐる法的諸問題」

司会：山田誠一，神作裕之

報告：神作裕之，角田美穂子，佐久間毅，山田誠一

２ 平成27年度大会

日本私法学会の大会が10月８日（土），９日（日）に東京大学で開催されるた

め，金融法学会の平成28年度大会（第33回大会）は10月10日（月・祝）に東京大

学伊藤謝恩ホールで開催予定であることが報告された。
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平成26年度会計報告
(平成26.4.1～平成27.3.31)

平成27(2015)年10月12日
金 融 法 学 会

収支計算書 (単位；円)

会 費 2,905,000 通常会員 5000×433名 2,165,000
賛助会員 740,000

利 子 2,659
雑 収 入 196,400 第31回大会聴講料 116,000

2000×58名
金融法研究販売 8,400
金融法研究掲載広告料 0

収

入

の

部

出版者著作権協議会著作権分配料 72,000

（小計） 3,104,059

基本財産取崩し 0

前年度繰越し 9,056,962

計 12,161,021

１ 大 会 費 1,015,594
研究費（金融法研究30号原稿料）海外金
融法の動向 200,000
31回大会速記料 64,800
31回大会会場費 350,774
報告準備費（第31回） 400,020

２ 地区部会費 0
３ 学会運営費 87,680 理事会・常務理事会等 87,680

支

出

の

部

４ 事 務 費 351,960 業務委託費 100,000
印 刷 費 57,132
通 信 費 179,819
雑 費 15,009

５ 雑 誌 費 1,432,000 ←(金融法研究30号、金融判例研究24号)
６ 郵便振込手数料 42,150
７ 基本財産組入れ 0

(小計) 2,929,384

次年度繰越し 9,231,637

計 12,161,021

財産目録

運用財産 銀 行 預 金 4,676,718
郵 便 貯 金 4,799,060
現 金 0

計 9,475,778

基本財産 銀 行 預 金 10,000,000
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金融法学会規約

第１章 総 則

第１条 本会は金融法学会 (Japan
 

Association of the Law of
 

Finance)と称する。

第２条 本会の事務局は，東京都にお

く。

第２章 目的および事業

第３条 本会は，金融法に関する研究

を行い，この分野の研究ならびにそ

の促進に寄与することを目的とす

る。

第４条 本会は，前条の目的を達する

ため，次の事業を行う。

１．研究発表会の開催

２．機関誌の発行

３．その他理事会において適当と認

めた事業

第３章 会 員

第５条 本会の会員は，次のいずれか

に該当する者で，理事会の承認を得

た者とする。

１．通常会員は，金融法の研究に寄

与できる者で会員２名以上の推薦

した者

２．賛助会員は，本会の事業に賛助

する団体または個人

第６条 会員は，理事会の定めるとこ

ろにより，会費を納めなければなら

ない。

第７条 会員は，本会の機関誌の配布

を受ける。

第８条 会員は，次の場合には，退会

したものとする。

１．本人が退会を届出したとき

２．会費の滞納により，理事会にお

いて退会を相当と認めたとき

３．本会の品位を汚すなどの事由に

より，理事会において退会をやむ

をえないと認めたとき

第４章 機 関

第９条 本会に，次の役員をおく。

１．理事 若干名 内１名を理事長

とする。

２．監事 若干名

第10条 理事および監事は，総会にお

いて選任する。

理事長は，理事会において互選す

る。

第11条 理事および監事の任期は，３

年とする。ただし，再任を妨げな

い。他の役員の任期の中途で就任し

た理事および監事の任期は他の役員
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と同時に終了する。

第12条 理事長は，本会を代表する。

理事長に故障がある場合には，理事

長の指名した常任理事が，その職務

を代行する。

第13条 理事は，理事会を構成し，会

務を執行する。

理事会の議を経て，理事長は，常務

理事若干名を選任し，これに常務の

執行を委任することができる。

第14条 監事は，会計および会務執行

の状況を監査する。

第14条の２ 本会に顧問をおくことが

できる。

顧問は，本会に特別の貢献のあった

会員に対して，総会の議を経て，理

事長が委嘱する。

顧問は，理事会の諮問に応じて意見

を述べる。

第15条 理事長は，毎年１回，会員の

通常総会を招集しなければならな

い。

理事長は，必要があると認めるとき

は，何時でも，臨時総会を招集する

ことができる。

通常会員の５分の１以上の者が会議

の目的たる事項を示して請求したと

きは，理事長は臨時総会を招集しな

ければならない。

第16条 総会の議事は，出席通常会員

の過半数をもって決する。

第５章 規約の変更および解散

第17条 本規約の変更には，総会の議

決を要する。

第18条 本会の解散は，理事会または

通常会員の５分の１以上の提案にも

とづき，総会において出席通常会員

の３分の２以上の賛成を得なけれ

ば，これを行うことができない。

付 則

１．本規約は，昭和59年10月８日から

施行する。

２．本会設立準備委員会の委員は，本

会の設立とともに，本会の通常会員

となる。

第１回総会前に，設立準備委員会に

よって推薦された者は，第５条の規

定にかかわらず，本会の会員となる

ことができる。

３．第１回総会前に，本会設立準備委

員会によって，理事または監事の職

務を行うことを委嘱された者は，第

10条の規定にかかわらず，第１回総

会の日に理事・監事に就任する。

４．本会設立準備中の費用について

は，本会がこれを負担する。

５．第14条の２は，平成３年10月14日

から施行する。
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法人賛助会員（順不同）

一般社団法人全国銀行協会

一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人信託協会

一般社団法人生命保険協会

日本銀行

一般社団法人全国信用保証協会連合会

一般社団法人全国サービサー協会
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